


新たな保証制度のご案内

令和7年3月14日に、「協調支援型特別保証制度」及び「事業再生計画実施関連保証（経

営改善・再生支援強化型）制度」を創設します。

「協調支援型特別保証制度」は、プロパー融資の同時実行または申込金融機関の支援を受

けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者を対象

としたもので、国が信用保証料の一部を補助します。なお、本制度の取扱期間は令和10年3

月31日保証申込受付分までです。

制度概要は次のとおりです。

※国補助後の事業者負担分。
担保・会計参与設置の保証料率割引は適用外。
条件変更保証料は補助対象外。
事業者選択型経営者保証非提供制度を選択する場合は、上乗せ分の保証料については補助対象外。

協調支援型特別保証制度

ご利用
いただける方

以下のいずれかに該当する中小企業者
（1）申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融

資額の1割以上（融資期間12か月以上）のプロパー融資を受ける方
（2）申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及

び進捗の報告を行う方

保証限度額 2億8,000万円（組合等の場合は4億8,000万円）

対象資金 運転資金及び設備資金

返済方法：保証期間
一括返済：1年以内
分割返済：10年以内（据置期間は運転資金1年以内、設備資金及び運転設備資金3年

以内）

貸付利率 金融機関所定利率

信用保証料率※

（1）の中小企業者
・保証申込日が令和7年3月14日から令和8年3月31日の場合
年0.23％～0.95％

・保証申込日が令和8年4月1日から令和9年3月31日の場合
年0.30％～1.27％

・保証申込日が令和9年4月1日から令和10年3月31日の場合
年0.34％～1.43％

（2）の中小企業者
・年0.34％～1.43％

担保・
連帯保証人

担保 必要に応じて徴求。
保証人 必要に応じて徴求。

ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。
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「事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）制度」は、事業再生を行う中

小企業者の資金調達を支援するもので、国が信用保証料の一部を補助します。なお、本制度
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事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）制度

ご利用
いただける方

産業競争力強化法等に規定するいずれかの計画（当該計画に係る債権者全員の合意が
成立したものに限る。）に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び
進捗の報告を行う方

保証限度額 2億8,000万円（組合等の場合は4億8,000万円）

対象資金 事業再生計画の実施に必要な運転資金及び設備資金

返済方法：保証期間
一括返済：1年以内
分割返済：15年以内（据置期間は3年以内）

貸付利率 金融機関所定利率

信用保証料率※
年0.30％
なお、経営者保証免除対応適用の場合も同率。

担保・
連帯保証人

担保 必要に応じて徴求。
保証人 原則として法人代表者以外の保証人は徴求しない。

また、事業者選択型経営者保証非提供制度を選択する場合は、法人代表者の
連帯保証を徴求しない。

事業再生計画実施関連保証（感染症対応型）制度の取扱期間
終了について
「事業再生計画実施関連保証（感染症対応型）制度」は、令和7年3月31日保証申込受付

分を持ちまして取扱期間が終了となります。取扱い終了に伴い、申込の集中も予想されます

ので、お早めにお申込みいただきますようご協力をお願いいたします。

【お問合せ先】 企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055



「事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）制度」は、事業再生を行う中

小企業者の資金調達を支援するもので、国が信用保証料の一部を補助します。なお、本制度

の取扱期間は令和8年3月31日保証申込受付分までです。

制度概要は次のとおりです。

※国補助後の事業者負担分。
担保・会計参与設置の保証料率割引は適用外。
条件変更保証料は補助対象外。

事業再生計画実施関連保証（経営改善・再生支援強化型）制度

ご利用
いただける方

産業競争力強化法等に規定するいずれかの計画（当該計画に係る債権者全員の合意が
成立したものに限る。）に従って事業再生を行い、金融機関に対して計画の実行及び
進捗の報告を行う方

保証限度額 2億8,000万円（組合等の場合は4億8,000万円）

対象資金 事業再生計画の実施に必要な運転資金及び設備資金

返済方法：保証期間
一括返済：1年以内
分割返済：15年以内（据置期間は3年以内）

貸付利率 金融機関所定利率

信用保証料率※
年0.30％
なお、経営者保証免除対応適用の場合も同率。

担保・
連帯保証人

担保 必要に応じて徴求。
保証人 原則として法人代表者以外の保証人は徴求しない。

また、事業者選択型経営者保証非提供制度を選択する場合は、法人代表者の
連帯保証を徴求しない。

事業再生計画実施関連保証（感染症対応型）制度の取扱期間
終了について
「事業再生計画実施関連保証（感染症対応型）制度」は、令和7年3月31日保証申込受付

分を持ちまして取扱期間が終了となります。取扱い終了に伴い、申込の集中も予想されます

ので、お早めにお申込みいただきますようご協力をお願いいたします。
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期限の利益再付与に係る事務手続きについて

期限の利益を喪失した債務者に対し、期限の利益の再付与を行うには、協会との事前協議

等が必要です。期限の利益再付与に係る事務手続きは次のとおりです。

なお、ご不明な点等がございましたら、経営支援推進課にお問合せください。

*¹書式は当協会ホームページの金融機関専用ページに掲載しています。

*²「期限の利益復活に係る確認書」の原本は金融機関にて保管してください。

①期限の利益再付与手続きを依頼

・期限の利益喪失事由の解消を確認し、期限の利益を再付与したい場合は、協会と協議してください。
・期限の利益を再付与する方針となった場合、「期限の利益復活依頼書」を協会へ提出してください。
・内容を精査し、期限の利益再付与に応じる場合は「期限の利益復活同意書」を送付します。
なお、債務者の状況に応じて、条件変更により期限の利益を再付与する方法もございますので、その際は
協会にお問合せください。

提出書類

・期限の利益復活依頼書（川信保様式第51号）*¹
・期限の利益喪失事由解消が確認できる書類
・期限の利益喪失通知（送付済みの場合）
なお、預金（仮）差押が解除となった場合は「（仮）差押解除通知」と併せて、納付書の写しまたは分納
合意が確認できる書類を添付してください。

②債務者との手続き

「期限の利益復活同意書」受領後に、「期限の利益復活に係る確認書」により債務者との間で期限の利益
再付与の手続きを行ってください。

提出書類

・期限の利益復活に係る確認書（川信保様式第94号）*¹の写し *²

【お問合せ先】 経営支援推進課 044-211-0504

【お問合せ先】 企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

保証事務説明会について

当協会では金融機関の皆様と連携を深めるため保証事務説明会を開催しております。令和6

年度は、令和7年1月末までに28回、計43店舗と実施しています。

説明会を通じて、担当者同士「顔の見える関係」を築き、各種支援における疑問点等を解

消していただくことで、中小企業者支援の充実を図りたいと考えております。

開催の方法、内容等についても柔軟に対応いたしますので、お気軽にお問合せください。
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テクニカルショウヨコハマ2025で当協会の経営支援の取組
みについて講演しました

令和7年2月5日（水）に、テクニカルショウヨコハマ

2025の神奈川県中小企業診断協会ブースで経営ミニセ

ミナーが開催され、当協会が行っている専門家派遣事業

などの経営支援について講演しました。

当日は、中小企業や各支援機関等多くの方にご参加い

ただきました。

第2回創業セミナーを開催しました
令和7年1月16日（木）に、川崎市内で創業を予定している方や創業後間もない中小企業

者を対象とした創業セミナーを開催しました。

本セミナーでは、開業後の税務対策や経営管理の進め方を中心に、中小企業者が苦労する

ポイントについて、どのように備えるかを税理士・行政書士・公認会計士の宮澤明宏氏にご

講演いただきました。

また、セミナーの前後には、講師との個別相談会を開催し、参加者が抱える創業に関する

悩みや課題について講師と1対1で相談できる場を提供しました。

残高証明書発行のお願い

当協会と預金取引のある金融機関には年度末の預金残高証明書発行をお願いしております。

今年度も令和7年3月末時点の残高証明書発行にご協力いただきますようお願いします。

なお、依頼文書は3月中旬に発送いたします。

【お問合せ先】 総務企画課 044-211-0503

保証申込手続き電子化のご案内

「信用保証協会電子受付システム」を利用することにより、融資実行までのリードタイム

の短縮等が可能となります。

令和7年1月14日にりそな銀行及び芝信用金庫、2月3日に世田谷信用金庫で開始したこと

により、あわせて13金融機関で実施しています。

今後も順次拡大予定ですので、詳細や導入の検討につきましてはお気軽にお問合せくださ

い。
【お問合せ先】 総務企画課 044-211-0503

【お問合せ先】 企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055



新たな保証制度のご案内

令和7年3月14日に、「協調支援型特別保証制度」及び「事業再生計画実施関連保証（経

営改善・再生支援強化型）制度」を創設します。

「協調支援型特別保証制度」は、プロパー融資の同時実行または申込金融機関の支援を受

けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者を対象

としたもので、国が信用保証料の一部を補助します。なお、本制度の取扱期間は令和10年3

月31日保証申込受付分までです。

制度概要は次のとおりです。

※国補助後の事業者負担分。
担保・会計参与設置の保証料率割引は適用外。
条件変更保証料は補助対象外。
事業者選択型経営者保証非提供制度を選択する場合は、上乗せ分の保証料については補助対象外。

協調支援型特別保証制度

ご利用
いただける方

以下のいずれかに該当する中小企業者
（1）申込金融機関から本制度による保証付き融資の実行と原則同時に本保証付き融

資額の1割以上（融資期間12か月以上）のプロパー融資を受ける方
（2）申込金融機関の支援を受けつつ、自ら経営行動計画の策定並びに計画の実行及

び進捗の報告を行う方

保証限度額 2億8,000万円（組合等の場合は4億8,000万円）

対象資金 運転資金及び設備資金

返済方法：保証期間
一括返済：1年以内
分割返済：10年以内（据置期間は運転資金1年以内、設備資金及び運転設備資金3年

以内）

貸付利率 金融機関所定利率

信用保証料率※

（1）の中小企業者
・保証申込日が令和7年3月14日から令和8年3月31日の場合
年0.23％～0.95％

・保証申込日が令和8年4月1日から令和9年3月31日の場合
年0.30％～1.27％

・保証申込日が令和9年4月1日から令和10年3月31日の場合
年0.34％～1.43％

（2）の中小企業者
・年0.34％～1.43％

担保・
連帯保証人

担保 必要に応じて徴求。
保証人 必要に応じて徴求。

ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。
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信用保証を利用する皆さまへ

暴力団等の反社会的勢力とは取引いたしません！
川崎市信用保証協会は、反社会的勢力に関わる企業等は信用保証の対象としておらず、反社会的勢力とは一切の関係を遮断

します
※反社会的勢力とは
・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業等 ・暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
・暴力団等と密接な関係を有する者（いわゆる共生者、密接交際者）
・自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為や法的な責任を超えた不当な要求行為等を行う者

※本所駐車場について
当協会本所には駐車場がございません。駐車場をご

利用の場合は、川崎駅東口広場公共駐車場(アゼリア
駐車場)をご利用の上、担当者に駐車券をご提示くだ
さい。

事務所のご案内

※無料シャトルバス（AM10：00～）について
乗り場：溝の口駅北口バスターミナル

9番乗り場「KSP行き」
※北支所駐車場について

当協会北支所の駐車場はＫＳＰ地下駐車場をご利用
の上、担当者に駐車券をご提示ください。

『起業家向け無料相談』窓口について
川崎市信用保証協会は、川崎市男女共同参画センターと連携して、川崎市内で創業を希望
する方のご相談に対応するため『起業家向け無料相談』窓口を設置しております。

対象 川崎市内での創業希望者

相談日 平日

相談時間 9時00分～17時00分
（1回：45分）

相談員 川崎市信用保証協会職員

相談場所 次の３箇所からお選びいただけます。
① 川崎市信用保証協会本所
② 川崎市信用保証協会北支所
③ 川崎市男女共同参画センター

お問合せ先
企業支援課 044-211-0501
北支所企業支援課 044-850-0055

川崎市信用保証協会「信用保証レポート」
通 巻 第116号 令和7年3月1日発行(奇数月発行）

発行者 川崎市川崎区日進町1番地66
川崎市信用保証協会

通年ノーネクタイのお知らせ
SDGsのさらなる推進やお客様が親しみやすい雰囲気づくりを目的として、「通年ノーネ
クタイ」を実施しておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。


